
市政レーダー
平
成
19
年
度
の
保
育
料
が
決
ま
り
ま
し
た

保
育 

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
未
来
課
（
☎
５
５
２
‐
１
１
１
５
）

交
通
事
故
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う

交
通
安
全 

問
い
合
わ
せ　

市　

民　

課
（
☎
５
５
２
‐
５
２
４
２
）

■
高
齢
者
の
事
故
が
多
発
！

　

 　

篠
山
市
内
で
は
、
昨
年
の
十
一
月
か

ら
交
通
死
亡
事
故
が
毎
月
発
生
し
て
お

り
、
高
齢
者
の
方
が
四
人
亡
く
な
ら
れ

ま
し
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
、
交
通

事
故
に
遭
わ
れ
た
状
況
は
、
歩
行
中
、

自
転
車
や
自
動
車
な
ど
の
運
転
中
と
さ

ま
ざ
ま
で
す
。
こ
れ
以
上
、
悲
し
い
思

い
を
さ
れ
る
方
を
増
や
さ
な
い
た
め
に

も
、
道
路
な
ど
で
の
行
動
を
も
う
一
度

考
え
直
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
高
齢
者
の
皆
さ
ん
は
、
特
に
次
の

点
に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

○ 

外
出
時
は
明
る
い
色
の
服
装
、
早
朝
や

夕
方
以
降
は
反
射
材
を
着
用
し
て
く
だ

さ
い（
運
転
手
か
ら
発
見
さ
れ
や
す
い

こ
と
が
重
要
で
す
）

○ 

自
分
が
運
転
手
か
ら
見
え
て
い
る
か
意

識
し
て
く
だ
さ
い（
夜
間
、
運
転
手
は
歩

行
者
に
気
が
付
き
に
く
い
も
の
で
す
）

○ 

交
差
点
で
は
し
っ
か
り
安
全
確
認
を
し

て
く
だ
さ
い（
自
転
車
で
も
標
識
に
従

い
、
必
ず
一
時
停
止
し
て
く
だ
さ
い
）

○ 

運
転
中
は
考
え
事
を
せ
ず
、
運
転
に
集

中
し
て
く
だ
さ
い（
考
え
事
や
脇
見
は
、

追
突
事
故
や
標
識
・
信
号
の
見
落
と
し

に
つ
な
が
り
ま
す
）

　

 　

皆
さ
ん
の
交
通
安
全
意
識
の
も
ち
よ

う
で
、
防
げ
る
交
通
事
故
も
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
以
上
の
こ
と
を
実

践
し
て
、
交
通
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う

気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

の
反
射
材
に
加
え
、
よ
り
目
立
つ
よ
う

に
反
射
材
を
追
加
し
て
付
け
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
。
自
動
車
を
運
転
さ
れ
る
場

合
も
、
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
を
心
掛
け

た
り
、
暗
い
道
路
で
は
ラ
イ
ト
の
向
き

（
上
向
き
、
下
向
き
）を
上
手
に
使
い
分

け
た
り
し
て
、
自
転
車
や
歩
行
者
の
早

期
の
発
見
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額：円）

階層区分 定　　　　　　　　　　　義 3歳児未満 3歳児 4歳児以上

第1階層 生活保護法による被保護世帯 0 0 0

第2階層 第1階層および第
4階層から第13階
層を除く前年度分
市町村民税の額の
区分が次に該当す
る世帯

市町村民税非課税世帯  8,100  5,400  5,400

第 3階層 市町村民税課税世帯 17,500 14,800 14,800

第 4階層

第1階層を除く前
年分の所得税課税
世帯で、その所得
税の額の区分が次
に該当する世帯

24,000円未満 24,300 21,800 21,800

第 5階層  24,000円以上 48,000円未満 27,000 24,300 24,300

第 6階層  48,000円以上 72,000円未満 30,000 27,000 27,000

第 7階層  72,000円以上108,000円未満 36,000 28,900 27,000

第 8階層 108,000円以上144,000円未満 40,000 32,500 28,500

第 9階層 144,000円以上180,000円未満 44,500 36,170 30,060

第10階層 180,000円以上273,000円未満 49,500 36,170 30,060

第11階層 273,000円以上366,000円未満 54,900 36,170 30,060

第12階層 366,000円以上459,000円未満 61,000 36,170 30,060

第13階層 459,000円以上 72,000 36,170 30,060

※ 所得税の額を計算する場合には、税額控除（配当控除、外国税額控除、住宅借入金（取得）等特別控除等）
は適用しません。

１ 　世帯の階層区分の認定は、児童と同一世帯
で生計を一にされている父母と父母以外の扶
養義務者（家計の主宰者である場合に限る）の
課税額の合計額により行います。
２ 　第2階層から第13階層までの世帯で同一世
帯から2人以上の児童が保育所や幼稚園（認定
こども園を含む）に入所されている場合、最
も年齢の高い児童（年齢が同じ児童が2人以上
の場合はそのうちの1人）以外の徴収金は次の
とおりです。
　○ 2番目に年齢の高い児童（年齢が同じ児童が

2人以上の場合はそのうちの1人）は、この
表に定める額の2分の1

　○ そのほかの児童は、この表に定める額の10
分の1

　※ 上記の金額に10円未満の端数が生じた場合
は、この端数を切り捨てます。

３ 　児童が次の世帯に属する場合で、右表の階
層に認定された場合は、上記表の規定にかか
わらず、それぞれ右表の徴収金基準額となり
ます。
　（1） 母子世帯など　母子および寡婦福祉法に

規定する配偶者のない女子で、児童を扶

■保育所徴収金（保育料）基準額表　（平成19年4月1日適用）

養されている世帯およびこれに準ずる父
子家庭の世帯

　（2） 在宅障害児（者）のある世帯　次の児童
（者）のある世帯

　ア　 身体障害者福祉法第15条に定める身体障
害者手帳の交付を受けられた方

　イ　 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交
付を受けられた方

　ウ　 精神保健および精神障害者福祉に関する
法律第45条に定める精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けられた方

　エ　 特別児童扶養手当等の支給に関する法
律に定める特別児童扶養手当の支給対象
児、国民年金法に定める国民年金の障害
基礎年金などの受給者

　（3） その他の世帯　保護者の申請に基づき、
生活保護法に定める要保護者等、特に困
窮していると市長が認めた世帯

階層区分
徴収金基準額表（月額：円）
3歳児未満 3歳児以上

第2階層 0 0
第3階層 11,100 9,300

■
反
射
材
の
効
果

　

 　

市
内
に
は
、
街
灯
の
な
い
暗
い
道
路

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

道
路
で
は
反
射
材
を
着
け
て
い
る
か
い

な
い
か
で
、
車
の
運
転
手
か
ら
発
見
さ

れ
る
距
離
が
大
き
く
違
い
ま
す
。
で
き

る
だ
け
早
く
に
運
転
手
か
ら
発
見
さ
れ

る
こ
と
が
、
交
通
事
故
か
ら
身
を
守
る

た
め
に
重
要
で
す
。
早
朝
や
夕
方
以
降

の
外
出
時
に
は
、
反
射
タ
ス
キ
な
ど
の

反
射
材
を
必
ず
身
に
着
け
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

ま
た
、
自
転
車
に
乗
ら
れ
る
場
合
は

必
ず
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
、
自
転
車
既
存

　

暗
い
色
の
服
装
の
歩
行
者
は
、約

26
㍍
ま
で
近
づ
か
な
い
と
発
見
で
き

ま
せ
ん
。時
速
50
㌔
で
走
っ
て
い
る
車

だ
と
、止
ま
る
の
に
約
30
㍍
か
か
り
、

急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
も
間
に
合
わ

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
飲
酒
運
転
の
根
絶

　

 　

昨
年
八
月
、
福
岡
県
で
は
飲
酒
運

転
が
原
因
で
幼
い
子
ど
も
三
人
が
死
亡

す
る
悲
惨
な
交
通
事
故
が
発
生
し
ま
し

た
。
以
来
、
社
会
の
飲
酒
運
転
へ
の

目
も
厳
し
く
な
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
意

識
改
革
も
進
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、
い

ま
だ
に
市
内
で
は
飲
酒
運
転
が
後
を
絶

ち
ま
せ
ん
。
最
近
で
も
飲
酒
運
転
に
よ

る
交
通
事
故
で
逮
捕
さ
れ
た
事
案
も
複

数
、
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

 　

飲
酒
運
転
で
交
通
事
故
を
起
こ
す
と

自
分
だ
け
で
な
く
、
事
故
の
相
手
や
家

族
、
職
場
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
に
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
起
こ
し
て
か
ら
悔

や
む
よ
り
も
、
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し
て
の

責
任
を
自
覚
し
、
飲
酒
運
転
は
絶
対
に

し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

あ～っ！

平成18年の高齢者（65歳以上）の
交通事故発生状況

件数 死者 傷者

兵
庫
県

41,277 256 50,891
うち高齢者 8,563 104 6,117
比　率 20.7％ 40.6％ 12.0％

篠
山
市

285 3 384
うち高齢者 73 2 63
比　率 25.6％ 66.7％ 16.4％

※ 市内で高齢者の関係する交通事故の比率は、
すべて兵庫県の平均を上回っています。

明るい色の服装と反射材の効果
暗い色の服装

明るい色の服装

反射材の着用

120m

38m

26m

発見地点

10丹波篠山 Hyogo11 丹波篠山　2007.4



市政レーダー
４
月
か
ら
入
院
時
の
支
払
額（
高
額
療
養
費
）が
変
わ
り
ま
す

国
民
健
康
保
険 

問
い
合
わ
せ　

国
保
年
金
課
（
☎
５
５
２
‐
７
１
０
３
）

　

平
成
十
九
年
四
月
か
ら
医
療
保
険
制
度

が
改
正
さ
れ
、
高
額
療
養
費
の
支
払
い
方

法（
入
院
時
の
支
払
額
な
ど
）が
次
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

■
70
歳
未
満
の
方

　

 　

事
前
に
国
民
健
康
保
険
の
窓
口
で
申

請
し
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」の
交
付
を

受
け
ま
す
。
こ
の
認
定
証
を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
支
払

い
は
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
、

医
療
機
関
で
高
額
な
医
療
費
を
支
払
う

必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
納

期
到
来
分
の
国
民
健
康
保
険
税
を
す
べ

て
納
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

■
70
歳
以
上
の
方

　

 　
「
高
齢
受
給
者
証
」を
医
療
機
関
に
提

示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
支
払
い
は

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ

る
方
は
、
誕
生
月
の
下
旬
に「
高
齢
受

給
者
証
」を
送
付
し
ま
す
。
ま
た
、
市
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
事
前
に
国
民

健
康
保
険
の
窓
口
で
申
請
し
、「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
認
定
証
」の
交
付

を
受
け
ま
す
。
こ
の
認
定
証
を「
高
齢
受

給
者
証
」と
併
せ
て
、
医
療
機
関
に
提

示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
支
払
い
は

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」を
策
定
し
ま
し
ょ
う
！

従
業
員
３
０
０
人
以
下
の
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ 

問
い
合
わ
せ　

こ
ど
も
未
来
課
（
☎
５
５
２
‐
１
１
１
５
）

　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
は
、
次

代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か

に
生
ま
れ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
を
整
備
す

る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
法
律
で
す
。

こ
の
法
律
の
中
に
は
、
労
働
者
が
仕
事
と

子
育
て
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
雇
用
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
な
ど
も
定

め
ら
れ
て
お
り
、
三
百
人
以
下
の
労
働
者

を
雇
用
す
る
事
業
主
の
皆
さ
ん
は
、
次
世

代
育
成
支
援
対
策
を
行
う
た
め
の「
一
般

事
業
主
行
動
計
画
」策
定
に
努
め
る
こ
と

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
計
画
を
策
定
さ

れ
た
場
合
は
、
兵
庫
労
働
局
へ
届
け
出
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の
計
画
に
は
、

次
世
代
育
成
支
援
を
行
う
た
め
の
次
の
三

点
が
含
ま
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
計
画
期
間

○
目
標

○ 

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
施
策
と
そ
の

実
施
時
期

■ 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
に
取
り
組
む
メ

リ
ッ
ト

○
事
業
所
イ
メ
ー
ジ
の
上
昇

○ 

従
業
員
モ
ラ
ー
ル（
士
気
）の
上
昇
に
よ

る
生
産
性
の
向
上

○ 

育
児
な
ど
の
理
由
で
退
職
す
る
労
働
者

の
減
少
に
よ
る
、
優
秀
な
人
材
の
定
着

■ 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ

く
認
定

　

 　
「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」を
策
定

し
、
兵
庫
県
労
働
局
に
届
け
出
し
た
事

業
所
が
、
そ
の
計
画
に
定
め
た
目
標
を

達
成
し
た
場
合
は
、
兵
庫
県
労
働
局
長

の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
定
を
受
け
た
事
業
所
は
、
次
世
代
認

定
マ
ー
ク（
右
記
）を
広
告
や
商
品
な
ど

に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
次
世
代
育
成

支
援
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
所

で
あ
る
こ
と
を
広
く
Ｐ
Ｒ
で
き
ま
す
。

ま
た
、
求
人
広
告
や
求
人
票
な
ど
に
掲

載
す
る
こ
と
で
、
優
秀
な
人
材
の
確
保

な
ど
に
も
期
待
が
も
て
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

兵
庫
労
働
局
雇
用
均
等
室

☎
０
７
８
‐
３
６
７
‐
０
８
２
０

４
月
か
ら
口
座
振
替
後
の
領
収
書
の
発
行
を
廃
止
し
ま
す

行
政
改
革 

問
い
合
わ
せ　

総　

務　

課
（
☎
５
５
２
‐
１
１
１
１
）

　

こ
れ
ま
で
市
県
民
税
や
固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
を

口
座
振
替（
自
動
払
い
込
み
）で
納
付
い
た

だ
い
た
方
に
、
領
収
書（
口
座
振
替
済
通

知
書
）を
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

十
九
年
四
月
の
口
座
振
替
分
か
ら
、
こ
の

領
収
書
の
発
行
を
廃
止
し
ま
す
。
四
月
以

降
の
口
座
振
替
結
果
は
、
預
貯
金
通
帳
の

記
入
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
軽
自
動
車
税
は
車
検
時
に
納

税
証
明
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
口
座
振
替

後
に
納
税
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。ま
た
、

国
民
健
康
保
険
税
で
確
定
申
告
用
の
納
税

証
明
書
が
必
要
な
方
は
、「
国
民
健
康
保
険

税
確
認
書
」を
交
付
し
ま
す
の
で
、
国
保

年
金
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
ほ

か
に
も
領
収
書（
口
座
振
替
済
通
知
書
）が

必
要
な
場
合
は
、
下
表
の
担
当
課
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■高額療養費の自己負担限度額（70歳未満の方） （月額）
所得区分 3回目まで 4回目以降

一般 80,100円（医療費が267,000円を超え
た場合は、超えた分の1%を加算） 44,400円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
基礎控除後の総所得金額など
が670万円を超える世帯

150,000円（医療費が500,000円を超え
た場合は、超えた分の1%を加算） 83,400円

　※ 4回目以降とは、過去12カ月間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合。

■高額療養費の自己負担限度額（70歳以上の方） （月額）

所得区分 自己負担限度額外来＋入院（世帯単位）
通院（個人単位）
一　般 12,000円 44,400円

住民税
非課税世帯

低所得Ⅱ※1
 8,000円

24,600円
低所得Ⅰ※2 15,000円

一定以上所得者（課税所得が
145万円以上）の方 44,400円 80,100円（医療費が267,000円を超えた場合は、

超えた分の1%を加算）4回目以降は44,400円

※1　同一世帯の世帯主および世帯全員が住民税非課税の方。
※2　 低所得Ⅱの場合で、基礎控除後の所得が0円となる方。

平成19年3月31日まで

平成19年4月1日から

医
療
機
関

国
民
健
康
保
険

医療費の
支払い

おおむね3カ月
後、自己負担限
度額を超えた分
を支給

後日、国民
健康保険に
申請

患　

者

医
療
機
関

患　

者

国
民
健
康
保
険

※ 外来や複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、これまでどおり、後
から申請して支給を受けることになります。

自己負担限度額
を超える分を支
払い

「限度額適用認定証」を交付

「限度額適用認定証」の交付申請

「限度額適用認定証」を提示することで自己負担
限度額までの支払い

■項目別の担当課
項　　　　目 担当課（問い合わせ）

市県民税

税務課☎552-5306固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税 国保年金課☎552-7103

保育所（保育料・バス料）※
こども未来課☎552-1115

放課後児童対策事業個人負担金

老人保護措置費※ 長寿福祉課☎552-5346

市営住宅（家賃・駐車料）※
都市計画課☎552-4585

市営篠山口駅西自転車駐車場

幼稚園（保育料・バス料）※ 学校教育課☎552-5653

下水道事業受益者負担金 下水道課☎552-5062

水稲共済掛金・賦課金

農政課☎552-6580

畑作物共済掛金・賦課金

家畜共済掛金・賦課金

果樹共済掛金・賦課金

園芸施設共済掛金・賦課金

建物共済掛金

ごみ処理手数料 清掃センター☎596-0844

し尿処理手数料 あさぎり苑☎552-0410

※ 保育所（保育料・バス料）や老人保護措置費、市営住宅（家賃・
駐車料）、幼稚園（保育料・バス料）は、平成19年1月分から既
に領収書（口座振替済通知書）の発行を廃止しています。
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光 11チャンネル

CATV自主制作番組
4月の放送日と内容

文字放送：9:50、13:50、20:50からそれぞれ10分間
映像放送：10:00、14:00、21:00からそれぞれ30分間

内　容＝ 1月15日に勇退された瀬戸市長の最後のあいさつ
やお別れ会の様子と、2月26日に初登庁された酒井
市長の抱負と今後の動向を放送

放送日＝1、2、3、4、5、6、7、8日

●新旧交代！ 瀬戸市長退任と酒井市長登庁

※ 

成
人
健
診
・
休
日
診
療
な
ど
に
つ
い
て
は
、カ
レ
ン

ダ
ー
に
掲
載
の
保
健
行
事
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内　容＝ 2006年10月26日からの3日間、小学校3年生から
高校生までの子どもたちが、学校へ通いながらおくっ
た共同生活の様子

放送日＝9、10、11、12、13、14、15、16日

● 城南地区ふれあい通学合宿　～兄弟のように、家
族のように～ ほか1作品

篠山市発…

○ 平成18年度に総合健診を受診さ
れた方

　受診者には、希望の有無にかかわらず、「総合
健診受診票」を6月末ごろに個人あてに通知しま
す。継続受診をお勧めします。

○ 平成18年度に総合健診を受診さ
れなかった方

　平成19年度の総合健診の受診を希望される方
は、5月11日までに健康課に電話でお申し込みく
ださい。

※ 広報に挟み込んでいます「みんなの健康カレンダー」にも、総合健診、乳がん・子宮がん検診、骨粗しょう症健診、
歯周疾患検診について掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

◎健診内容と受診料
■基本健診 ････････････････････････ 1,300円
■肝炎ウイルス検診 ･･････････････････ 800円
■肺がん検診 ････････････････････････ 500円
■喀
かく

痰
たん

検査（必要な方のみ） ･･････････ 800円
■胃がん検診 ･･････････････････････ 1,200円
■大腸がん検診 ･･････････････････････ 500円
■前立腺がん検診 ･･････････････････ 1,200円
■介護予防健診 ･････････････････････････無料
※ 篠山市国民健康保険の加入者または70歳以上の方
については無料です。なお、健康保険証は必ずお持
ちください。

実施月日 会　　　場

7月
 2日（月） 今 田 体 育 館

 3日（火） 今 田 体 育 館

 5日（木） 古市コミュニティセンター

 6日（金） み た け 会 館

10日（火） 高 城 会 館

11日（水） 篠 山 市 民 セ ン タ ー

12日（木） 篠 山 市 民 セ ン タ ー

13日（金） 篠 山 市 民 セ ン タ ー

19日（木） 岡 野 文 化 会 館

23日（月） 西紀老人福祉センター

24日（火） 西紀老人福祉センター

26日（木） 丹南健康福祉センター

27日（金） 丹南健康福祉センター

28日（土） 丹南健康福祉センター

31日（火） 城 南 小 学 校

8月
 1日（水） 大 山 小 学 校

 2日（木） し ゃ く な げ 会 館

健診へ行こう！
～平成19年度総合健診のご案内～

　健診は自覚症状のない病気を早期に発見
し、自分の健康状態を知り、生活の悪習慣を
改善するための指標となります。定期的に健
診を受け、自分の健康は自分で管理する習慣
を付けましょう。人間ドックや、職場検診など
を受ける機会のな
い方はぜひ、ご利
用ください。

日程・会場（受付時間＝8：30～12：00）
実施月日 会　　　場

 3日（金） 大 芋 公 民 館

 7日（火） 福 住 公 民 館

 8日（水） ハ ー ト ピ ア セ ン タ ー

 9日（木） B&G海洋センター体育館

10日（金） 後 川 文 化 セ ン タ ー

平成20年1月
18日（金） 丹南健康福祉センター

内　容＝ 2006年12月9日、全国のコンクールで入賞した県
内の音楽家や団体が一同に集い、素晴らしい演奏を
披露した様子を4回に分けて放送

放送日＝第1部　17、18、19、20、21、22、23日
　　　　第2部　24、25、26、27、28、29、30日

●ミュージックグランプリ・フェスティバル

　このたび、前瀬戸市長のもと市政の基盤を
築いてきた稲川敏之助役が3月7日付で退任
となりました。これに伴い、3月9日に開かれた
第54回篠山市議会定例会での同意を受け、
金
きん

野
の

幸
ゆき

雄
お

助役が3月16日付で就任しました。
金野幸雄助役プロフィル
　 1955年徳島県生まれ。東京大学農学部、
同工学部を卒業。1982年4月から兵庫県
職員として勤務(2001年度から2003年
度まで丹波県民局まちづくり課に勤務)。

■問い合わせ　秘書広報課☎552-5109

酒井市政のもと金野助役が就任

介護講座・介護者のつどい
「なごみ」を行います

■問い合わせ　地域包括支援センター☎554-2511
　介護に役立つ知識や技術を一緒に学んで、「無理をし
ない」介護をめざしましょう。専門家も参加しますので、
お悩みごとがありましたらお気軽にご相談ください。
■とき（基準日）・ところ
○ 偶数月　10日＝西紀老人福祉センター /20日＝丹南
健康福祉センター/30日＝今田支援センター
○ 奇数月　10日＝篠山市民センター /20日＝保健セン
ター/30日＝城東公民館
※ いずれも13時30分～15時30分。該当する日が土曜・
日曜・祝日の場合は、その前日か前々日の平日。
■ 対　象　現在介護をされている方、介護や介護予防
に関心のある方
■内　容
○ 介護講座「らく楽介護教室」　4月・5月＝移動につい
て/6月・7月＝排せつについて/8月・9月＝清潔と衣類
の交換/10月・11月＝食事関連用具と食べやすい食事
/12月・1月＝自宅でできる認知症予防
　※内容は2カ月ごとに変更します。
○ 介護者交流会（3月開催予定）　講演会「笑って！元気
に！」
■ その他　参加費は無料で、予約も不要。毎月の日程
は市広報紙・くらしの情報カレンダーをご覧ください。

篠山の城下町が「美しい日本の歴
史的風土100選」に選ばれました

■問い合わせ　地域文化課☎552-5792
　古都保存法施行40周年を記念して行われた「美し
い日本の歴史的風土100選」（同選定委員会主催）に、
篠山市の城下町の街並みが選ばれました。この100選
は、歴史的・文化的資産が周囲の自然環境と一体と
なって、次世代に伝えるべき歴史的風土を形成してい
る都市を選定するもの。全国の自治体などから推薦さ
れた698件の中から選ばれ、篠山市は「篠山城跡を核
とし、武家町や町人町、寺院などの地割が旧態を保持
し、当時の城下町の形態を今に伝えている」と評価さ
れました。
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